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令和２年４月定例記者会見 

【４月１日(水)午後１時３０分／４階特別会議室】 

 

会見項目 

≪施策等≫ 

１ 宮古市奨学資金貸付制度の拡充について            （学校教育課） 

２ 宮古市定住化促進奨学資金返還免除制度について        （学校教育課） 

≪催事等≫ 

３ 第３９回さけ稚魚壮行会について                  （観光課） 

４ 浄土ヶ浜クリーン作戦について                  （観光課） 

≪コロナウイルス対策≫ 

５ 宮古市新型コロナウイルス感染症暮らし・経済対策本部の設置について 

（宮古市新型コロナウイルス感染症暮らし・経済対策本部） 

 

会見内容 

  別紙資料１～５のとおり。 

 

 

記者との質疑 

 

テレビ岩手記者 

 さけ稚魚壮行会について、今時点では開催予定とのことですが、今後の新型コロナウ

イルスの流行状況によっては中止となる可能性はありますか。 

市長 

 今後の状況を見て判断します。ただ、屋外でのイベントであり、参加者同士の間隔を開

けるなど感染リスクを下げ、できる限り実施したいと思っています。 

 

毎日新聞記者 

 コロナウイルスに関する事業者向けの相談窓口を設置するとのことですが、どのよう

な相談を想定していますか。 

市長 

 産業面では宿泊・サービス業関係者から、当面の会社の運営資金に関する相談がすで

に寄せられています。また、旅館等に品を卸している水産関係者は影響が大きいような

ので、そうした事業者からの相談を想定しています。 
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岩手日報記者 

 宮古市新型コロナウイルス感染症暮らし・経済対策本部（以下、本部）の構成員を教

えてください。また本部の開催頻度を教えてください。 

市長 

 市役所内部の会議なので、職員で構成されています。また本部会議は今後の状況を見

ながらですが、週１回程度の開催を考えています。 

 

岩手日報記者 

 新型コロナウイルスの相談窓口はいつから設置されますか。 

市長 

 本日４月１日から設置しています。暮らしや生活再建の相談は市役所１階の市環境生

活課へ、事業に関する相談は、市役所２階の産業支援センターで受け付けます。 

 

NHK 記者 

 市役所職員間でのコロナウイルス感染症対策として、テレワークの導入など、新たな

取り組みがあれば、教えてください。 

市長 

 テレワークなどの実施はしていません。窓口対応などの職員などには手指の消毒とマ 

スク着用などをするよう周知し、対応しています。 

 

毎日新聞記者 

コロナウイルス感染症予防対策にかかる市民への暮らしの保障の取り組みとして、市

税・水道料金・市営住宅家賃の支払いに猶予期間を設けるとの説明でしたが、そうした

保障を受けるのに、所得額などの条件は設けられる予定でしょうか。 

市長 

 保障を受けるための条件は設けない予定です。 
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【別紙１】宮古市奨学資金貸付制度の拡充について 

 

趣旨・ 

目的 

今回の奨学資金貸付制度の拡充は、学力や意欲のある学生が、経済的理

由により、進学を諦めることがないようにすることを目的とするもの。 

今年度の新規貸付分から拡充する。 

 

応募資格 申込時に次の要件を満たしていること。 

① 保護者が市内に住所を有していること 

② 本人が高校・大学・短大・専門学校などに在学していること 

                      

募集人員 

及び 

貸付額 

■高校生 

 ５人程度 ／ 月額２万円、入学一時金１０万円以内 

 

■大学・短大・専門学校などの学生 

  １８人程度 ／ 月額８万円以内、入学一時金３０万円以内 

 

■特別奨学生（大学等で授業料が高額な学校の学生） 

  ２人程度 ／ 月額１６万円以内、入学一時金３０万円以内 

 

※ 入学一時金と、大学・短大・専門学校などの学生及び特別奨学生の月額

については、申請時に選択する。 

 

     

        

申込受付 受付期間：令和２年４月１日（水）～４月３０日（木） 

受付場所：市教育委員会事務局 学校教育課（市役所本庁舎３階） 

 

申請先・

問い合せ 

市教育委員会事務局 学校教育課（☎６８－９１１６） 
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【別紙２】宮古市定住化促進奨学資金返還免除制度について 

趣旨・ 

目的 

「宮古市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の一環として、若者の宮古

へのＵターンを促し、定住化につなげるとともに、宮古市の将来の発展を

担う優秀な人材の確保を目的とし、平成２９年度からスタートした。 

 

実施期間 平成２９年４月１日～令和９年３月３１日（１０年間） 

 

免除要件 新卒者の場合 

３月に高校・大学等を卒業し、４月から宮古市奨学資金の返還を開始す

る人で、次の要件をすべて満たす人 

① 申請時点で宮古市に住所を有すること 

② 宮古公共職業安定所管轄区域内等にある企業等に就労予定であること 

（自営業等も含み、産休・育休中の人も対象とする） 

 

就労者の場合 

現在、宮古市奨学資金を返還中の人で、次の要件をすべて満たす人 

① 平成２９年４月１日以降に宮古市に転入し住所を有すること 

② 宮古公共職業安定所管轄区域内等にある企業等で就労していること 

（自営業等も含み、産休・育休中の人も対象とする） 

 

内容 要件を満たす人には、当該年度の年間返還予定額の全額を免除する。 

年度途中で市外へ転出した人は、転出した月の分までが返還免除対象。 

                      

申請方法 ■申請時期 

毎年度４月３０日までの受付。 

年度途中で転入または就業した人の申請は、随時受け付ける。 

■申請先 

 市教育委員会事務局 学校教育課（市役所本庁舎３階） 

 

留意事項 ◆平成２９年４月１日時点で宮古市に住所があり、奨学資金の返還を開始

している人は対象外。 

 

申請先・

問い合せ 

市教育委員会事務局 学校教育課（☎６８－９１１６） 
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【別紙３】第３９回さけ稚魚壮行会について 

 

趣旨・ 

目的 

数年後の鮭の回帰を願い、市内の小中学校の生徒、保育所・幼稚園等の

園児及び市民により「第３９回さけ稚魚壮行会」を行います。 

 

日時・ 

場所 

令和２年４月１６日(木)午前１０時３０分（津軽石川河川敷会場） 

令和２年４月１７日(金)午前１０時（閉伊川スポーツ公園） 

 

主催 宮古鮭祭実行委員会 

 

内容 ■参加対象者 

  主な対象は、市内の小中学校の生徒、保育所・幼稚園等の園児である

が、市民のほか、だれでも参加できる。 

■放流尾数 

  津軽石川河川敷会場  ５０，０００尾 

  閉伊川スポーツ公園 １００，０００尾 

 

特記事項 ◎雨天の場合は中止とする。 

◎参加者は各自、ゴム長靴の準備が必要となる。 

 

問い合せ 市産業振興部 観光課（☎６８－９０９１） 
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4/9 追記：浄土ヶ浜クリーン作戦は延期になりました 

 

【別紙４】浄土ヶ浜クリーン作戦について 

 
趣旨・ 

目的 

 令和２年度は、三陸鉄道の全線運行再開、大型クルーズ船「コスタ ベネチ

ア」の寄港など三陸地域が注目される年となり、浄土ヶ浜を訪れる観光客等

の増加が予想される。そこで、関係者及び市民の協力を得ながら清掃を行い、

環境保全意識の向上と、ジオサイトの解説により、三陸ジオパークをより広

く普及させることを目的として実施するもの。 

 

日時 令和２年４月１９日（日）午前１０時００分から正午まで 

 

場所 浄土ヶ浜園地内 

 

主催 宮古市三陸ジオパーク推進協議会、浄土ヶ浜をきれいにする会、宮古市 

 

内容 ① 浄土ヶ浜園地内の清掃 

② 浄土ヶ浜ビジターセンター事務局員によるジオサイト浄土ヶ浜の解説 

 

特記事項 ・事前申込必要。申込期限４月１３日（月） 

・軍手・ごみ袋等は、浄土ヶ浜をきれいにする会が準備する。 

・動きやすい服装で参加のこと。 

・当日は午前９時４５分までに浄土ヶ浜第１駐車場に集合。 

駐車場は、第２及び第４駐車場を利用のこと。 

・悪天候の場合は中止とし、当日午前８時までに電話、ＦＡＸ又は防災無

線にて連絡する。 

 

申込先 市観光課 ジオパーク推進係（☎６８－９０９１） 
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【別紙５】 

宮古市新型コロナウイルス感染症暮らし・経済対策本部の設置について 

 

 

世界的な新型コロナウイルスの感染拡大にともない、宮古市では全庁的に迅速で

的確な市民生活の安定対策や市内事業者の経済対策を講じるため、令和２年４月１

日付けで「宮古市新型コロナウイルス感染症暮らし・経済対策本部」を設置しまし

た。 

                 記 

１ 対策本部の概要 

（１）名  称 

   宮古市新型コロナウイルス感染症暮らし・経済対策本部 

（２）構  成 

   本 部 長：市 長 

   副本部長：両副市長・教育長 

   本 部 員：各部長等（１１名） 

（３）所掌事項 

   ①市民や市内事業者への影響調査に関すること 

   ②市民や市内事業者の支援に関すること         

   ③国や県への要望に関すること 

   ④その他 

（４）設  置 

令和２年４月１日 

 

２ 対策本部の決定事項 

  対策本部にて市民や市内事業者に対する支援の方針や具体策等を協議し、決定

次第、順次、その内容を公表します。 

 

 

【担当】宮古市新型コロナウイルス感染症暮らし・経済対策本部事務局   

宮古市総務部総務課 電話 68-9061    


